
項 目 長 期短 期 中 期

（2006年度 内） （～200 8年 度 ） （～ 20 15年 度 ）

第

4

改

革

の
断

行

（1）イノベーション○公的機関における調達 ○公的機関における調達 ○継続して各施策の進捗
の加速による需要の創 について、新技術を採用 について、新技術を採用 状況の把握・評価を行
出 したものが拡大するよう したものが拡大するよう い、必要に応じて関係府

改善策を検討する。

○公的機関による新技術
の率先導入に係る実証試
験を実施する。

○新たな技術の市場化を
妨げている規制・制度等
の点検を規制改革や科学
技術政策等のプロセスを
通じて実施する。

改善策を策定する。

○公的機関による新技術
の率先導入を行う．。

○新たな技術の市場化を
妨げている規制・制度等
の見直し・緩和を行う。

省に対し改善措置を求
め、各施策の実現を図
る。

（2）民間の創意工夫O r競争の導入による公 O 「公共サービス改革 O 「公共サービス改革
を活用した公共サービ共サービスの改革に関す 法」に基づき、民間事業 法」の見直しを行う（施
スの改革 （官製市場改 る法律」 （「公共サービ 者や地方公共団体から、 行後5年以内）。
革） ス改革法j ）を早期に施

行する （遅くとも夏ま
で）。

○官民競争入札等の透
明・中立・公正な実施を
確保するため、有識者に
よる 「官民競争入札等監 ・
理委員会（監理委員会）」
を早期に設置する （遅く
とも夏まで）。

○国・地方ともに競争の

毎年度幅広く提案を募集
し、監理委員会の講を経
て、官民競争入札等の対
象事業を逐次選定する。

O 「公共サービス改革
法」に基づき、 「公共
サービス改革基本方金十」
を逐次改正・閣議決定す
る。

○必要に応じ、民間事業
者による公共サービスの

に 導入による公共サービス 実施を可能とする法令の
よ

る

の改革を推進する。

○その一環として、指定

特例を措置するため、
「公共サービス改革法」
の一部改正を検討・措置

新

た

統計調査の市場化テス
ト・民間開放の実施に向
けた取組を推進するた

する。

○これらを通じ、 「公共
な
需

め、統計法制度の抜本的
見直しの一環として、指
定統計調査の市場化テス

サービス改革法」に基づ
く官民競争入札等を本格
的かつ継続的に実施す

要

の
創

出

ト・民間開放に対応した
法的捨置について取組を
進める。

O P F lについて、選定
過程の透明性確保及び発
注者・応募者双方の負担
軽減について検討を行
う。

○指定管理者制度につい
て、選定過程の実態把握
に努め、調査結果をでき
るだけ速やかに地方公共
団体に周知し、透明性の
高い選定プロセスの普及
を図る。

○規制改革；民間開放推
進会議の後継組織を含め
た規制改革等全体の推進
体制について検討を行
う。

る。

O P F lについて、選定
過程の透明性確保及び発
注者・応募者双方の負担
軽減について、とりまと
めた方針を速やかに公表
する。

O r民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等
の促進に関する法律J
（rP F l法」）に基づ
く事業の実施状況につい
て検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を
講ずるものとする。

○規制改革・民間開放推
進会議の後継組織を含め
た規制改革等全体の推進
体制についての検討結果
を踏まえ、所要の措置を
講ずる。
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項 目 長 期痘 期 中期

（2006年度 内） （～ 2008年 度 ） （～20 15年 度 ）

第

（3）地域の創意工夫○規制改革の一層の推進 ○構造改革特区制度の見 ○特区制度の活用状況を
を促す構造改革 や地域の創意工夫を高め 直しを受け、特区制度の 踏まえ、地域の声に基づ

る取組の強化を図る観点 一層の活用を通じ、地域 き、規制改革の一層の推
4

改

革

の
断

行

に
よ

る

から、構造改革特区制度 が創造力を発揮する取組 進とともに、地域の創意
の見直しを行い、次期通 を推進する。 工夫を高める取組の強化
常国会に改正法案を提出－
する。

を図る観点から、制度全
体の在り方について検討
する。

（4）市民や民間が参○民間が担う公共の領域 ○社会資本の管理等に係 ○社会資本の管理等にお
画し、主役となる公的 において社会資本の維持 るボランティア活動の拡 ける官民共働の取組の定

新

た

な
需

要

の
創

出

サービスの提供促進 管理などの公的サービス
を民間企業や非営利法人
が主体となって行うため
の環境を整備する。

大を図る。 着を図る。
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項 目 長 期短 期 中期

（2006年度 内） （～2008年 度 ） （～20 15年 度 ）

第

1

ヒ

ト　「

（1）一人ひとりが能
力を最大限発揮できる
社会の構築

（り教育の質の向上及び0 2007年度から全国的な ○能力・業績に見合った 百き010年までに国際学力
社会人として基礎的な 学力調査を実施 （小6と 教員の処遇を行う。

○学習指導要領の見直
し、学校の外部評価の充
実、学校選択制の普及を

調査における世界トップ
能力の養成・強化 中3の全児童生徒対象）

する。

○スーパーサイエンスハ

レベルを達成する。

○理科の得意な生徒や科
学に興味を持った児童・

イスクール等を引き続き
推進するとともに、外部
専門家を活用した理科補

行う。

○学習指導要領の改訂等

生徒を増加させる。

〇千どもたちが適切な教
助員等の派遣制度の導入 に伴う教材・国書等の故 育環境の下で十分な教育
等新たな理数教育を強化 育環境の整備計画を策定 を受けられるよう、引き
する。

○子どもたちが適切な教

する。

○スーパーサイエンスハ

続き、老朽施設の機能改
善を図りつつ、教育内
容・教育方法等の変化に

育環境の下で十分な教育 イスクール、外部専門象・応じた整備など、その質
5 を受けられるよう、公立

学校施設について、2006
を活用した理科補助員等
の派遣制度の推進等によ

的な向上を図る。

○経済的理由に関係なく

生

産

年中に耐震化の前提とな
る耐震診断を完了する。

O 「人間力」、 r社会人

リ理数教育を充実する。

○子どもたちが適切な教
育環境の下で十分な教育

性

向
基礎力」等社会人として
基礎的な能力の養成・強
化に向けて、（り課題解決

を受けられるよう、老朽
施設の機能改善を図りつ
つ、教育内容・教育方法

上

型

の

5

型授業や実践的インター
ンシップの推進などを通

等の変化に応じた整備な
ど、その質的な向上を図

人

財

じた評価手法と効果分析
の検討、②長期宿泊体験
などの体験活動、③Y－E

る。

O r人間力」 「社会人基
立

国

S　ログラム　　　　 京 」　　 全人として基
つ 職基礎能力支援事業）の 礎的な能力を養成・強化

の
制

普及促進、④大学等にお
ける地域の企業・自治体

するための効果的な手法
の確立及びその成果の普．

の
等関係機関と連携したイ 及・促進のため、大学等

度

イ

ンターンシッ　　 の におけるカリ　ュラム
実

現

的かつ体系的なキャリア
教育の推進への着手、⑤

発及び評価手法の整備を
支援するとともに、実践

ン

フ
ラ

産業界・教育界のパート
ナーシップ形成を実施す
る。

的なインターンシップ等
キャリア教育を推進す
る。

2人材育成パスの複線○大学院・大学等におけ ○大学院・大学害におけ
化と人材重視型マネジる社会人の r学び直しJ る社会人の r学び直し」 一人ひとりが各々 の能力
メントの推進 の機会を拡大させる。

○専修学校におけるキャ
リアアップのための教育
を充実させる。

の機会の拡大・定着を通
じて、様 な々学習の機会
を充実させる。

を最大限発揮できる社会
を構築する。

○個 人々に応じて学び
方、働き方が選択でき、
やり直しが可能となる社
会を実現する。
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項 目 長期短 期 中期

（2006年 度 内） （～290 8年 度 ） （～20 15年 度 ）

第

5

．1

ヒ
卜　「

人

里

②人材育成パスの複線 ○引き続き学ぶ意欲と能 ○貸与基準を満たす希望
化と人材重視型マネジ力のある学生が経済的理 者が全員貸与を受けられ
メントの推進 由で修学を断念すること

のないよう、学生のニー
ズを踏まえ事業の健全性
を確保しつつ、奨学金事
業の充実を図る。

○個人に応じた柔軟な採
用・育成・処遇を実施し
ている企業の先進事例を
分析し、成功事例を提
示・普及する。

るよう事業の健全性を確
保しつつ、奨学金の充実
を図る。

○企業における人材重視
型マネジメントを普及さ
せる。

③人材の横への移動の○任期制の広範な定着等 ○産学双方向の人材流動 ○産学寂方向の人材流動
促進 を図るための施策を導入 化や官官・官民の人材の 化や官官・官民の人材の

する。

○世界的研究教育拠点を
目指す大学等による競争
的資金等におけるエ

移動・活用を促す施策を
促進する。

○エフォート管理の徹底
を前提とした競争的資金

移動・活用が円滑になさ
れる社会を実現する。

生

産

性

向

上

フオート管理の導入を促
進する。

の研究促進のための人件、
費への活用を行う。

⑭全員参加型社会の実
現

○フリーター25万人常用 ○正社員との均衡の取れ 0 2010年までにフリー
雇用化プランを推進す た訓練や正規雇用のため ターをピーク時の8割の

型 る。 の訓練支援など非正規労
働者の再挑戦を支援す
る。

○正社員転換制度、短時

水準まで減少させる。

の ○地域若者サポートス ○非正規労働者、若年
5

つ

テーションの設置や 「若 者、子育て世代、高齢
上⊥ 者自立塾」事業の推進な 者、女性などの能力活用
国 ．によるニー　 ・　を ロ正　　　　 など就業形 による　　　　 口型　会の

の 化する。 態間の行き来を確保す
る。

○パート労働者の均衡処

実現を目指す。
制
度 の

実

○均衡処遇推進のための
事業主へめ支援を充実さ

0 2010年までの5年間で
ハローワークにおいて約

イ

ン

フ
ラ

せる。

○仕事と家庭め両立支援
に取り組む事業主への支
援を充実させる。

○改正高年齢者雇用安定
法の施行を踏まえた65歳
までの雇用機会を確保す
る。

○改正 「障害者雇用促進
法」及び 「障害者自立支
援法」の施行を踏まえ、
雇用と福祉の連携の下、
障害者の就業機会の拡大
を図る。

遇のための法的整備も含 22万人の障害者の就職を
現 めた取組を強化する。

○学校やハローワークを
通じたフリーター・
トの実情の若年者への理
解の浸透等、安易なフ
リーター化・ニート化を
防止する。

○就職氷河期世代の年長
フリーターの正社員化を
支援する。

○地域の力を結集した
ニートの自立を支援す
る。

○仕事と生活の調和を推
進する。

○企業におけるポジティ
ブ・アクションの普及促
進を図る。

実現する。
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項 目 長 期短 期 中期

（2006年 度 内） （～20 08年 度 ） （～ 20 15年 度 ）

第

1

ヒ

④全員参加型社会の実
≡

○マザーズハローワーク
等による子育て世代の再
就職・再就業支援を強化
する。

（2）産学連携による
人材育成の強化

1経済社会のニーズに○機動的な学部・学科の ○機動的な学部∴学科の ○産業界や国際的なニー
柔軟に対応できる高等創設・再編を推進し、基 創設・再編を推進し、基 ズに柔軟に対応した高等
教育の展開 盤的資金と競争的資金を

有効に組み合わせなが
ら、教育研究のための資

盤的資金と競争的資金を
有効に組み合わせなが
ら、教育研究のための資

教育を実現する。

○各大学等における自然
金を確保するとともに、 金を確保するとともに、 科学系分野での女性研究
産業界のニーズも踏まえ
た第三者評価に基づく重
点的な教育研究投資を促

産業界のニーズも踏まえ
た第三者評価に基づく重
点的な教育研究投資を促

者の活躍を実現する。

○産学連携による人材育
進する。

○国際的な情報ネット

進する。 ．

○国際的な情報ネット

成の強化や人材の国際競
争力の強化に向けた各種
取組を支える魅力ある教

ワークへの　 ロ　を通じ ワークへの　 口　を’じ 育研究基盤を構築する。
5 た高等教育の国際的な通

用性の確保や教育研究の
た高等教育の国際的な通
用性の確保や教育研究の

生

産

性

評価の充実を図る。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため

評価の充実を図る。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため

ト　「

人

の環境聾　の支　等を行 の環境整備の支　等を行
向

上

い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自

い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自

型

の

然科学系全体での女性研
究者の採用割合を2 5％

然科学系全体での女性研
究者の採用割合を2 5％

型

j止
国

の
実

現

に引き上l ることを目指 に引き上げることを目指
5 す。 す。

つ O 「第2次国立大学等施 O 「第2次国立大学等施
の
制
度 ．

イ

ン

Z ・

フ

設緊急整備5か年計画j
（平成18年4月18月）の

推進等により、老朽施設
の再生を最重要課題とし
て、人材育成機能を重視
した基盤的施設及び卓越
した研究拠点の整備を進
め、魅力ある教育研究基
盤の構築に向けた取組を
強化する。

設緊急整備5か年計画j
を引き続き推進する。

O 「2007年ユニバーチ好
技能五輪国際大会」を産

②産業界との連携によ
る実践的教育・訓練の

○専門職大学院を酷めと
した大学、高等専門学

○各教育段階において、
継続的な産学連携型によ

導入 校、工業高校などの専門
高校、公共職業能力開発
施設等における企業実習
や長期的なインターン
シップ等を活用した教育
カリキュラムの導入を促
進するd

学始め各界の協力を得て
成功に導くとともに、本
大会や＿rものづくり日本
大賞」の実施を契機とし
て、モノ作りに対する若
者始め国民の関心を高め
る。

る人材育成を推進する。
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項 甲 長 期短 期 中期

（200 6年 度 内 ） （～ 29 0 8年 度 ） （～ 20 15年 度 ）

第

1

ヒ

ト　「

人

聖

上⊥
国

の
実

現

（診産業界との連携によ○産学が協働した大学院 ○産学が協働した大学院 ○効果的な産学連携を通
る実践的教育・訓練の段階における単位認定を 段階における単位認定を じて、研究分野や企業活
導入 前提とした賃の高い長期 前提とした質の高い長期 動等において中核的役割

のインターンシップを開 のインターンシップの開 を果たす高度専門人材の
発・実施する。

○産業界など関係する団
体等との連携により高度

発・実施並びに普及・促
進を行う。

○地域産業界と連携した

育成を継続的に行う高等
教育を実現する。

○女子の理工系進路選択
で専門的な知識能力が必
要とされる分野 （法曹、
会計、技術経営、経営管
理、知的財産等）におけ
る専門職大学院の教育の
質の向上を推進する。

○高等専門学校における
産学連携を通じて創造
的・実践的技術者を育成
する。

○地域産業界等と連携し

教育の導入による人材育
成機能を充実・強化す
る。

○女子の理工系進路選択
支援を強化する。

○実践型人材養成システ
ムを、就労、就学に次ぐ
第3の選択肢として定着
させるため、業界団体、
学校と連携してその実施
を支援する取組を推進す

割合を増大させる。

・5

生

産

性

向

上

型

の

5

つ
の
制

度

イ

ン

フ
ラ

た特色ある取組を行う専
門高校を支援する。

○地元の企業技術者や研
究者等の経験・能力をい
かした理科授業やキャリ
ア教育を推進するととも
に、女子の理工系進路選
択を支援する。

○学校、業界団体等に対
し、実践型人材養成シス
テムの普及・啓発を行
う。

○中小企業における技能
継承を支援するため、若
年者の人材確保、技能継
承を目的とした職業訓練
等に対する支援を実施す
る。

る。

（3 ）人材の国際競争
力の強化

①世界的な教育研究拠 O r大学院教育振興施訂 O F天学院教育振函蕗策 百世界のあらゆる瘍モ講
点の飛躍的な拡大 要綱」 （平成18年3 月30 要綱」に沿って、大学院 躍できる人材を育成す

日）に沿って、大学院教
育の組織的展開を強化す
るなど国際的に魅力ある

教育の組織的展開を強化
するなど国際的に魅力あ
る大学院の構築に必要な

る。

0 2010年までに世界的な
大学院の構築に必要な環 環境整備を体系的に推進 研究拠点を30か所整備す
境整備に着手する。

○大学におけるシステム
改革を進め、分野の特性
を配慮し大学の自主的な
取組を促しつつ、能力主
義の徹底、英語での研究
環境、研究科・専攻等従
来の枠組みにとらわれな
い組織などのイメージの
下で世界トップレベルの
研究拠点形成を進める。

する。

○世界トップレベルの研
究拠点を形成するための
制度の見直しや推進施策
の重点的実施を図る。

る。
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項 目 長 期短 期 中 期

（20 0 6年 度 内 ） （～ 2 0 0 8 年 度 ） （～ 20 15 年 度 ）

第

5

生

産

1

ヒ
ト

②アジア等の優れた人 ○人材の国際競争力の強 ○人材の国際競争力の強 ○留学生交流の一層の推
材の受入れ促進 化 ・相互理解の促進のた 化 ・相互理解の促進のた 進により国際競争力のあ

め、外国人留学生制度の
充実を図る。あわせて、
研究基盤の強化、国内就

め、外国人留学生制度の
充実を図る。あわせて、
研究基盤の強化、国内就

る人材を育成する。

○アジア大での優秀な人
職の機会拡大など優秀な 職の機会拡大など優秀な 材の育成及び重層的人的
人材の受入環境を整備 人材の受入環境を整備 ネットワークを構築す
し、我が国とアジア等と
の若者レベルでの人材交

し、我が国とアジア等と
の若者レベルでの人材の

る。

○優れた外国人研究者・
‾1
人
財

流を．める。　 「アジア 交流を引き続き進める。
人財資金 （仮称）」構想 （「アジア人財資金 （仮 技術者等の高度人材の受
の具体的事業の検討） 称）J 構想の具体的事業

の検討）

○優れた外国人研究者・

人を拡大する。

立
国

の
実
現

0 公立学校における外国
人児童生徒の受入体制の

○公立学校における外国
人児童生徒の受入体制の

及　 日　活旨　の 術　　 の高　 人　 の 及　 日　詰指　 の
実を推進する。 入れを拡大する。

○公立学校における外国
人児童生徒の受入体制の
整備及び日本語指導の充
実の更なる推進を図る。

実の更なる推進を図る。

2

モ

（1）生産手段の新陳 （スーパー中枢港湾の機 （スーパー中枢港湾の機 （スーパー中枢港湾の棲
代謝の加速

（2 ）アジア地域の経

能強化） 能強化） 能強化）
性

向

○重点的整備 ・運営効率 0 2010年度までに、港湾 0 2010年度までに港湾コ
化を促進する （次世代高 コストを約3割低減、 ストを約3割低減、リー

済一体化　 企業の国際 規格コンテナターミナル リードタイムを1 日程度 ドタイムを1 日程度に短・
上

型

の

5

ヽ競争力を重視した物流
インフラの重点的・戦
略的な整備

の整備、24時間フルオー
プン支援施設整備の促進
等）。

（国際拠点空港の機能強
化）

に短縮する。

（国際拠点空港の機能強
化）

縮する。

く国際拠点空港の機能強
化）つ

の

制

度

ノ 0 2009年度までに成田空 0 2009年度までに成田空 0 2009年度までに、成田
港の能力を約1割増強す 港の能力を約1割増強す 空港の能力を約1割増強

生
るための施設整備を推進 るための施設整備を推進 するための施設整備を推
する。 する。 進する。

イ 産 0 2009年までに羽田空港 0 2009年までに羽田空港 0 2009年までに、羽田空
ン 手

段

の能力を約4 割増強する の能力を約4割増強する 港の能力を約4 割増強す
ための施設整備を推進す ための施設整備を推進す るための施設整備を推進

フ る。 る。

（アジアとのゲートウ工

するとともに、国際定期
ラ ●

イ

ン

フ

0 2007年に関西空港の二
期限定供用を実施する。

（アジアとのゲートウェ

便の就航を図る。

ラ イとなる港湾の機能強 イとなる港湾の機能強
の

革

化）
○港湾のターミナル機能
を高度化する （小口梼替

化）
○港湾のターミナル機能
を高度化する （小口積替

新 円滑化支援施設の整備・
等）とともに、車両の相
互乗入円滑化に向けて中
国・韓国との情報交換を
開始する。

円滑化支援施設の整線
等）とともに、車両の相
互乗入円滑化に向けて中
国・韓国との情報交換を
應まえ、取組を進める。
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項 目 長 期短 期 中 期

（20 0 6年 度 内 ） （～ 20 0 8年 度 ） （～ 20 15年 度 ）

第

5

2

（2 ）アジア地域の経 （物流結節点における口 （物流結節点における口 （物流結節点における口
済一体化、企業の国際 ジステイクス権能の高度 ジステイクス機能の高度 ジステイクス機能の高度
競争力を重視した物流 化）

○物流結節点における口
化） 化）

○物流結節点におけるロインフラの重点的・戦 ○物流結節点におけるロ
略的な整備 ジステイクス機能の高度 ジステイクス機能の高度 ジステイタス機能の高度

化を図る。

（空港・港湾アクセスを

化を図る。

（空港・港湾アクセスを

化を図る。

（空港 ・港湾アクセスを
含む、国際物流に対応し 含む、国際物流に対応し 含む、国際物流に対応し
た道路網 ・鉄道網の戦略 た道路網 ・鉄道網の戦略 た道路網 ・鉄道網の戦略
的な構築） 的な構築） 的な構築）

モ

ノ

生

○拠点的港湾のうち1か ○拠点的な空港 ・港湾へ ○拠点的な空港・港湾へ
所について、10分アクセ のアクセスについては、 のアクセスについては、
スを達成する。

○国際標準コンテナ車が
円滑に通行できる道路
ネットワークについて

社会資本整備重点計画で
の整備目標を達成する
（10分アクセス率を2007

年度までに68％）。

欧米並みとなる約9 割の
達成を目標に、引き続き
事業を推進する。

○通行支障区間のうち　－
産

手

＿ヽ　　　　　　　　　ヽ物理的に事業が必要な通 ○通行支障区間のうち、 ヽス－パ－中枢港湾に係る
行支障区間を抽出・公表
する。

○九州と関東・関西を結

スーパー中枢港湾に係る ものについては、5年間
‾つい　　　　　　　 ロ ㌫〝ヽ名刀㌣t′　　　　　ヒ

生 段 lヽd　　　　　　　　　　　　ヽでの解消を目指す。 ／　　　　　　日　　ヽ
他の区間についても早期
の解消を図る。産 ■

イ

ン

フ

ラ

の

ぷ山陽線のインフラ整備 ○主要幹線区間の輸送力
性

向

上

型

の

5

及びその受け皿としての
機関車 ・貨車の更新を促
進する。

（輸出入 ・港湾手続等の

増強、輸送設備の整備等
及びその受け皿としての
機関車 ・貨車の更新を促
進する。

（輸出入・港湾手続等の
革

新

効率化）
○次世代シングルウイン

効率化）
○次世代シングルウイン

つ

の
制

度

イ

ン

フ

ラ

ドゥである府省共通ポー
タルの検討を進める。

ドゥである府省共通ポー
タルを2008年10月に稼働
する。

3

（1）金融イノベー
ションの実現

石河烹ラを適切に評価 ○電子債権の法的枠組み ○電子債権制度の窟蔚促 ○事業資産担保融資の普

カ

ネ

金

融

の

革

新

する金融の促進 を具体化する。

○売掛債権担保融資保証
制度等を改善する （売掛

進を図る。

○資産評価データベース
の構築など在庫や売掛債

及を通じた我が国企業金
融の円滑化を図る。

○社会全体におけるリス
JLの　 合旦　 、 の適切な里　芋　 にロ ク分里を父；　　 る　 リ

譲渡禁止特約の解除の促 けた環境整備を促進す スクに強い経済社会の実
進等）。 る。

○事業資産を包括的に担
保化する制度を検討す
る。

現）。

○実務動向を注視しつ
つ、在庫や売掛債権のよ
り高度で厳正な評価を前
提に、適格担保化の可能
性について検討する。
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項 目 長 期短 期 中期 1

（200 6年 度 内） （～2008年 度 ） （～20 15年度 ）

第

5

3

カ
ネ

金

融

の
革

新

（かリスクを適切に評価
する金融の促進

○担保手段の多様化に対
応した信用保証制度等の
充実・改善を推進する。

○企業の多様なリスク
ファイナンス手法の支援
を検討する。

②イノペーシ盲ンを支 百草不蚕業向け貸出債権 ○ファンド投資に関する ○多様なリスクマネー供
えるリスクマネー供給 の流動化支援を強化す ベンチマーク整備を支援 給手法の整備による、高
の拡大 る。

○信用保証協会の信託会
社に対する保証の円滑化

する。

○中小企業向け劣後口1－
ン等の中小企業の自己資

度な産業イノベーション
を実現する。

生

産

性

向

上

型

の

5

つ

の
制

度

イ

ン

フ
ラ

を図る。 本増強を支援する公的融
資・保証制度を検討す
る。

○中小企業の資金調達当
初の金利負担を軽減し、
成功時に追加的な支払が
発生する公的融資・保証
制度を検討する。

O 「中小企業の会計に関
する指毒十」の促進に資す
る公的融資制度の検討と
公的保証制度の普及・促
進を図る。

○返済履歴等を加味した
公的融資・保証制度の検
討を行う。

（？）利用者の視点に
立った金融の活性化

①安心じ〒雨用できる○金融商品取引法制の円 ○金融商品取引法制の週 ○利用者が安心して金融
金融商品・サービスの
促進

滑な施行を図る。

○取引信用保険の普及・
促進を図る。

切な運用を行う。

○銀行代理業制度の適切
な運用を行う。

○電子的な資金決済・支
払いの利便性の在り方に
ついて検討する。

商品・サービスを利用で
きる環境を構築するふ

○規制の簡素化・明確化
を通じた利用者利便の向
上を図る。

0 1Tの戦略的活用を促
進する。
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項 目 長期短 期 中期

（2006年 度内） （～2008年度） （～20 15年度）

第

5

生

産

性

向

上

型

の

5

つ
の

3

カ

ネ

金

融

の
革

新

②公正かつ透明で魅力○証券取引等監視委員会 ○証券取引等監視委員会・○内外の投資家・資金調
ある市場の整備 等の機能強化・体制整備 等の機能強化・体制整備 達者が幅広く参加し、国

を図る。

○自主規制機関との連携
強化を図る。‾

○次世代取引所システム
の設計・開発を進める
（東京証券取引所）。

○金融商品取引法の円滑
な施行及び適切な運用を
行う。

を図る。

○自主規制機関との連携
強化を図る。

○適正なディスクロー
ジャーの確保に向けた企
業統治と監査法人制度の
在り方の見直しを行う。

○次世代取引所システム・
の稼働を開始する （東京
証券取引所）。

○金融商品取引の法令遵
守の担い手となる専門家
の育成などに向けた体
制・資格制度などの整備
を検討する。

○金融行政の行動規範
（code of conduct）凌着
実に遂行する。

際的にも信頼される市場
を構築する。

（3）我が国がアジア
の資金循環の中核とな
るための取組の強化

㊦テラテ蚕業が活用し○外国会社の株式の我が ○外国会社の株式の我が ○我が国金融市場のテラ
やすい我が国金融市場国市場への上場促進や日 国市場への上場促進と日 アにおける金融拠点化に

制
度

イ

ン

フ
ラ

づくり 本版預託証券 （」．D R）
の活用を促進する。

本版預託証券（J ・D R）
の活用を促進する。

○証券取引所のシステム
の高度化に取り組む。

向けた取組を推進する。

○アジア諸国において、
事業価値を評価し、担保－
とする金融手法に関する
法制整備支援を行うこと
を検討する。

○証券決済期間の短縮な
ど証券取引システムを茜
度化し実現する。

②我が国金融サービス○日系中小企業のアジラ O E P A等を通じて金融 百恵画す二ビス業の国際
の国際展開 現地における売掛債権の サービス規制緩和の各国 競争力を強化し、国際展

証券化を支援する。 への働きかけを行う。

○金融監督当局間の連携
に積極的に取り組む。

閲を促進する。
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項 目 長 期短 期 中期

（200 6年 度 内） （～2008年 度 ） （～20 15年 度 ）

第

3

カ
ネ

金
融
の
革
新

（4）高度金融人材の○科学技術研究費の金融 ○産学官の連携により先 ○高度金融人材の育成・
育成強化 工学分野への活凧を促進 端的な金融工学に関する 活用体制整備を通じて我

する。

○大学・大学院との連携
講座の設置・講師派遣等
高度金融人材育成に関す

教育を行う専門職大学院
など専門教育体制の充実
を促進する。

○教材の整備・普及等、

が国金融サービス産業の
国際競争力を強化する。

○金融の多様化・高度
化・lT 化の進展を通じ

る産学官連携を強化す 金融経済教育の更なる充 て経済成長を社会的に下
る。

○シンポジウム・教師と
の懇談会の開催、プログ
ラムの整備等を実施す
る。

実を図る。 支えする金融知識を普及
する。

4

ワ

（1）融合・協働によ○産学官協働によるサイ ○産学協働研究開発プロ 0 2010年度までに産学官
るイノベーションの促 エンスにさかのぼった研 ジ工クトを実施する。

○融合の場を活用した革
新的製品・サービスの開
発・提供を促進する。

○マッチングファンド形

協働によるサイエンスに
進 究開発プロジェクトを立

ち上げる。

○研究開発プロジェクト

さかのぼった研究開発プ
ロジェクトを科学技術基
本計画上の重点推進4分
野において15プロジェク

5 ， 等を活用した融合の場の
構築 （インテレクチュア

ト以上立ち上げる。

0 2015年度までに融合の
生

産

性

向

ルカフェを含む）によ 式により基礎研究段階か
リ、2007年度中に融合の らの共同研究を促進す 甥の認知度を国内の研究
場の認知度を国内の研究
開発従業者の5％以上と
する。

○研究課題の設定段階か

る。

○産学連携による技術・
機器開発を実施する。

開発従業者の30，％以上と
する。

○産学官協働による高度
な研究・技術人材の育成

上 らの産学の対話を促進す
る。

○高度な研究・技術人材

○高度な研究・技術人材 を図る。
型 を育成するための産学連

携による教育研療拠占を ○各国からの留学生等の
の ＿ヽ　　　　　　　　　丸　　ハ．、

整備する。 企業への就職の定着を図
5 を育成するための産学連

携による教育研醸拠占整 ○留学生等の企業へのイ
る。

つ ＿ヽ　　　　　　　　　丸　　ハ“
備に着手する。 ンターンシップを促進す

る。

○若手・女性・外国人の

○若手・女性・外国人の
ロ　　　ヽの

○留学生等の企業へのイ
研究者が多様な場で活躍
する社会を実現する。制 ザ ンターンシップ促準のた

度

イ

ン

フ
ラ

めの調査研究を実施す 研究者がいきるシステム

技
術

革

新

る。

○若手研究者の自立的研
究環境を整備する。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため
の環境整備の支援等を行
い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自
然科学系全体での女性研
究者の採用割合を25％に
引き上げることを目指
す。

○女性研究者が研究と出
産・育児等を両立し、活
躍できるようにする。

○外国人研究者の招へい
促進と受入環境整備を実
施する。

の充実を図る。

○各大学等における女性
研究者の活躍促進のため－
の環境整備の支援等を行
い、各組織ごとの数値目
標の設定や達成努力等を
促進することにより、自
然科学系全体での女性研
究者の採用割合を25％に
引き上げることを目指
す。
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項 目 長 期短 期 中 期

（2 0 0 6 年 度 内 ） （～ 2 0 0 8 年 度 ） （～ 2 0 1 5 年 度 ）

第

4

ワ

（1 ）融合 ・協働によ ○博士号取得者等の専門 ○博士号取得者等の専門 ○博士号取得者等の専門
るイ ノベーシ ョンの促
進

性を有する人材が社会の 性を有する人材の社会の 性を有する人材が社会の
多様な場で活躍できるよ 多様な場での活躍をよ り 多様な分野で活躍する社
うにするための取組を支
援する。

○技術シーズの発掘 ・開

一層促進する。

○府省間縦連携プロジェ
ク ト等による研究開発の

会を構築する。

0 2010年度までに技術
シーズの発掘 ・開発から

発から成果の普及 ・展開 実施、成果の普及 ・展開 成果の普及 ・展開までを
までを一体的にとらえた
府省間縦連携研究開発プ
ロジェク トや異業種垂直

を図る。

○公的機関による新技術

一体的にとらえた府省間
縦連携研究開発プロジェ
ク ト府省間縦連携研究開

連携研究開発プロジェク
トを実施する。

0 公的部門における調達
について、新技術を採用
したものが拡大するよう

の率先導入を実施する。

○企業が自社内外の技術
や知的資産等を的確に把
握 ・活用しつつ （オープ
ンイノベーション）、研

発プロジェク トを4 つ以
上、異業種垂直連携研究
開発プロジェク トを8 つ
以上立ち上げる。

○多くの優れた研究成果
改善を検討する。

○公的機関による新技術

究開発の成果を市場ニー
ズに結び付けていく経営
（知的資産経営）の推奨

が産み出され、それらが
効率よく効果的に成長す・
る仕組みを完成させるこ

5 の率先導入に係る実証試 とその環境整備を行う とで、高度なイノベー
験を実施する。 （200 7年度以降N E D O

e　ヽ
シ ョン創出システムを実

生

産

○今後の科学技術の発展
や新産業の創出につなが

実用化補助へンチャー枠
のすべて （100％）におい
て知的資産経営の要素を

現する。

○科学技術の研究開発の
る技術シーズをイノベー 考慮する）。

〇日的基礎研究などによ

推進を通 じて、公的部門
性
向

シ ョンの実現を通 じて、
新技術までに育て上げる

等による社会的課題の解
決などに寄与する。

○大学における企業から
の研究費受入額の大幅な
増加を目指す。

○イノベーションの源と
しての基礎研究の継続性

究 究　　 、　 日吉
上 る。 にて厳 しく見直す。

型 ザ

技

○関係府省や関係橙閑等 ○評価結果を2011年度か
の
5

が連携 し、既存の研究制
度等の中から優れた研究
成果を兄いだすために、

らの次期科学技術基本計
画の検討に反映する。

○社会的課題の解決などつ
の

術

革

産学官協働による中間 ・ と多様性の確保に貢献す
事後評価、出口志向の目
利き等を活用した 「つな

に当たる公的部門等の
ユーザーのニーズと科学

る競争的資金の拡充を図
る。

○先端研究施設の利用に
よる革新的な研究成果を

制

度

新 ぐ仕組み」を構築する。

○社会的課題の解決など

技術シーズのマッチ ング
機能 とユーザーニーズを
反映させた研究開発の推

イ

ン

に当たる公的部門等の
ユーザーのニーズと大
学 ・研究機関等の科学技

進のための研究開発制度
の定着と必要な見直 しを
実施する。

○モデルとなる大学 にお
ける国際機能を強化す
る。

○大学からの海外特許出
願の増加を図る。

○大学の特許 （機関帰
属）の実施件数 （大学の
機関帰属）を2008年度ま
でに1，000件増加する。

○間接経費を含めた競争
的資金の拡充、審査体制
の抜本的強化を図る。

実現する。

○産業界をリー ドするベ
フ
ラ

術シーズを的確にマッチ
ングさせる機能の構築と
ニーズを的確に反映させ
るため、研究開発の初期
段階からユーザーが参加
する研究開発制度を創設
する。

○国境を越えた産学官連
携の強化策の検討を開始
する。

○産学官の海外への情報
発信機能の強化策の検討
を開始する。

ンチ ャーを創出する。
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項 目 長期短期 中期
（200 6年度 内） （～2008年度 ） （～2015年度）

第

4

ワ
ザ

技
術
革
新

（1）融合・協働によ○大学発基本特許の本格 ○先端研究施設の産業界
るイノベーションの促的活用のための戦略を強 の利用者数を拡大する
進 化する。

○審査体制の抜本的強化
に着手する。

○独立行政法人等が所有
する先端研究施設・設備
の産業界の利用（共用）、
拡大方策の検討を開始す
る。

○政府調達において技術
力を有する中小・ベン
チャーの入札参加機会を
拡大するために、関係省
庁間で検討を開始する。

O S B I R特定補助金等
の拡充に向けた環境整備

（代表的施設において
2008年度までに、2004年
度の2倍に増加）。

○共用可能施設の情報提
供ポータルサイト運用を
開始する。

○関係省庁間の検討の結
果を反映し、政府調達に
おいて技術力を有する中
小・ベンチャーの入札参
加機会を拡大する。

O S B I R特定補助金等
の拡充及び目標額の各省
別設定を行う。

○スピンオフ等革新的ベ
5

生

産
性
向
上
型
の
5
つ
の
制

を行う。

○中小・ベンチャー関連
制度を見直す。

ンチャーの創出・研究開
発の促進・人材育成、，ベ
ンチャーへのリスクマ
ネー供給の大幅な拡大を
行う。

（2）迅速かつグロー○引き続き必要な任期付 ○引き続き必要な任期付 ○審査順番待ち期間を
パルな権利取得の促進審査官を十分に確保す 審査官を十分に確保す 2013年に世界最高水準の

度 と知的財産保護の強化る。

○米国との間で特許審査

る。

○韓国との間で特許審査

11ケ月に、最終的にはゼ
ロを目指す。

○世界特許システムの構
イ
ン
フ
ラ

ハイウェイの試行を開始 ハイウェイの試行を開始
する。

○先使用権に関するガイ
ドラインを策定する。

○内外における企業の技
術管理の取組状況の調査
を行う。

○知的財産侵害晶の輸出
差止制度を施行する。

○官民で実施する研修・
検定等に関する情報を一
体的に提供する。

する。

○模倣品・海賊版拡散防
止条約 （仮称）を実現す
る。

○知財専門職大学院や法
科大学院等における知財
教育を充実させる。

築を目指し、主要先進国
間で審査結果の相互利用
等を拡大する。

○知的財産専門人材を約
6万人から約12万人に増
加させることを目指す。
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項 目 長期短期 中期
（2006年度内） （～2008年度） （～2015年度）

第

5

生
産
性
向
上
型
の
5
つ
の．
制
度
イ
ン
Z

フ

4

ワ
ザ

技
術
革
新

（3）イノベーション○ナノテク等の戦略的な ○標準化に係る知識体 0 2015年までに我が国が
を加速化する戦略的な技術分野について、分野 系、能力評価の仕組みな 欧米諸国に比べても遜色
標準化 の特徴等を踏まえ、「国 ど、体系的な標準化人材 なく国際標準化をリード

際標準化活動基盤強化ア
クションプラン」を拡
充・渚緑化する。

○次世代製品の普及の鍵
を握る互換性確保等を早
期に図るため、日本工業
標準調査会内に国内調整
のための場を創設する
（r事前標準制度（仮
称）」）。

○先端技術開発の加速化
や安全・安心確保に役立
つ計量標準を広く迅速に
整備するため、海外や民
間の計量標準を国家計量
標準に準じるものとして
位置付ける仕組み（「指
定計量標準制度（仮
称）」）を創設する。

○民間経験のある人材に
国際標準化の専門家とし
て活躍してもらう仕組み
（r国際．標準化エキス
パート制度」）を創設す
る。

○主要国において、各国
の標準化戦略や制度の情
報収集や働きかけを強化
する（「基準認証アタッ
シェ」）。

○標準化人材育成のた
め、大学・大学院におい
て基準認証戦略に関する
教育の提供が行われるよ
う自主的な取組を促進す
る。

育成の在り方を検討し、
具体化する。

○指針の作成など、企業
の事業戦略への標準化戦
略の組み込みを促す取組
を強化する。

○我が国全体の総合的な
標準化戦略づくりを実施
する。

する。

0 2010年までに世界最高
レベルの質・量を誇る計
量標準を整備する。

5

チ
エ

経
営
力
の
革
新

（1）強みとなる経営○中小企業向け知的資産 ○知的資産経営の実践と ○知的資産経営の取組と
資源を最大限活用する経営マニュアルを作成す 企業価値向上に関する実 評価を定着させる。
経営（知的資産経営）
による企業価値向上の
実現

る。

○企業や資金提供者等の
関係者に対し、評価の視
点を提示する。

証分析を行う。
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項 目 長期短 期 中期
（2006年度 内） （～200 8年度） （～20 15年度）

第
5

チ
エ

経
営
力
の
革
新

（2．）公正なM ＆A O 「会社法」により可能 ○投資家等の保護を図り O r会社法」やr証券取
ルールなど組織再編等となる三角組織再編に関 つつ信託制度の活用を促 引法」など組織再編に開
の制度基盤づくり する関連措置を検討す 進する観点から、平成16 する制度について、活用

5

生

る。

○改正「信託法」に関す

年に改正された「信託業
法」の施行状況について
検討し、必要があると認

状況を踏まえ、必要に応
じて見直しを行い、経済
実態に即したM＆Aルー

産 る政省令等を整備するた めるときは、その結果に ルを構築する。
性
向
上
型
の
5
つ
の
制
度
イ
ン
フ
ラ

めの検討を進める。

O r証券取引法」の改正
や関連政省令の整備を通
じて、企業価値の向上に
資する公開買い付け制度
を実現する。

基づいて所要の措置を講
ずる。
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